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巻頭 「リーディングプロジェクト」の成果 

プロジェクト 1 農業の復活 

農業の「新しい光」 

 平成 22 年から新規就農者の確保・支援を始めて 3 年が経過しました。現在、町が支援す

る新規農業従事者は 27 人となっています。町は地域・JA・農業委員会・県の協力を得て、

就農者と共に悩み、共に苦しみ、一歩一歩、就農への道を進んできました。支援者の中で

特徴的な就農している方を紹介します。 

相馬信行さん（37 歳・静岡から・新田） 

1 年の研修を終え、今年 4 月にキク農家として独立。農業経営に新風を吹かせようとしてい

る。 

亀井裕介さん（32 歳・茅野市在住） 

町が農業法人への就職を仲介した第 1 号。法人で農業経験を積み、独立を目指す。 

河角道弘さん（56 歳・机） 

会社を早期退職し U ターン。4 月から営農開始。カーネーション 1,000 箱の出荷を目指す。 

関 晃さん（43 歳・松本から・立沢） 

町支援の第 1 号者も昨年 5 月にキク農家として独立。地域にも定着し、栽培技術も安定す

る。 

迎弘樹さん（30 歳・東京から） 

今年 4 月から立沢で 2 年間の研修をスタート。里親さんの指導で一流キク農家を目指す。 



岡部良和さん（43 歳・静岡から・新田） 

1 年の研修を終え、今年 4 月にキク農家として独立。8 人家族で協力し、経営安定を目指す。 

久保芳一さん（29 歳・愛知から・乙事） 

農業法人の研修を経て、昨年 12 月に独立。3 ヘクタールのレタス生産で売上 2000 万円が

今年の目標。 

五味丈始さん（37 歳・乙事） 

後継者として平成 22 年に経営を開始。親の経営基盤を継ぎ、新たな生産に取り組む。 

植松高浩さん（27 歳・立沢） 

後継者として平成 23 年から本格的に父親と経営を開始。生まれ育った大地を耕すことが喜

び。 

姫野由紀さん（京都から・高森） 

バラ園の経営を平成 24 年に継承し経営者に。地元住民 12 人を雇用して経営している。 

西島正恵さん（大阪から・蔦木） 

町内法人に勤務しながら、バラ生産で独立を目指す。女性感覚で花づくり。 

黒坂亮輔さん（31 歳・埼玉から・立沢） 

研修 2 年目で来年 4 月に独立。アスパラを中心に今年はパセリ生産も研修する。 

平井善貴さん（32 歳・埼玉から・立沢） 

今年４月から立沢で研修開始。夫婦でブロッコリー農家を目指す。 

お願い 

新規就農者の独立には経営基盤の確保が重要です。新規就農者の中には農地と労力が不足

している方がいます。空き農地と農作業に協力していただける方（雇用者）の情報をお寄

せください。 

お問い合せ先：産業課 営農推進係、電話番号：62-9328 

プロジェクト 2 観光の強化 

観光客の増 

 平成 22 年 4 月 28 日に山梨県北杜市、長野県原村、富士見町で構成する「八ヶ岳観光圏」

が国土交通大臣の認定を受け、連携して 2泊 3日以上の滞在交流型観光に対応できるよう、

観光地の魅力づくりに取り組んでいます。 

新観光圏に認定 

 平成 24 年 12 月 27 日に改正した「観光圏の整備による観光旅客の来訪および滞在の促進

に関する基本方針」に基づき、新たに観光圏整備事業を実施する観光圏として、平成 25 年

4 月 1 日に全国で 6 地域が観光圏整備実施計画の認定を受け、その内 1 地域に「八ヶ岳観光

圏」が選ばれました。 

 八ヶ岳観光圏のコンセプト「1,000 メートルの天空リゾート八ヶ岳～澄みきった自分に還

る場所～」のもと、「住んで良し、訪れて良し」の滞在型観光地域を目指します。 



平成 24 年度事業 

八ヶ岳高原花めぐり事業 

 八ヶ岳観光圏の特色である「花」の魅力をより広く知ってもらうため、スタンプラリー

を取り入れた花の名所やオープンガーデンなど、花にまつわる案内パンフレットを作成し、

観光 PR と観光客の圏域内での周遊を促進しました。 

鉢巻周遊リゾートバス 

 圏域内の各エリア間の移動や、主要な観光箇所間の移動の利便性を向上させるため、7 月

中旬から 8 月下旬の 37 日間、鉢巻道路を経由して小淵沢駅から原村までの観光施設を回る

リゾートバスが運行しました。 

観光地利用者統計調査（長野県）より 

平成 24 年 723,700 人（平成 24 年 1 月 1 日から 12 月 31 日） 前年比 104.9％ 

平成 23 年 690,100 人（平成 23 年 1 月 1 日から 12 月 31 日） 

プロジェクト 3 パノラマの再生 

パノラマスキー場利用客の増 

 夏季シーズンの入笠すずらん公園の整備や、冬季のスキー営業日の早、長期化により増

客につながりました。 

年間利用人数の増 

現状値（平成 23 年） 夏季：77,722 人、冬季：128,481 人 

現状値（平成 24 年） 夏季：95,614 人（17,892 人増）、冬季 136,695 人（8,214 人増） 

プロジェクト 4 福祉の充実 

「赤とんぼ」の移転 

 地域活動支援センター「赤とんぼ」が 7 月 15 日役場上に移転しました。 

 赤とんぼメンバーが、薪の販売や古紙等資源回収、野菜作りなどを通じ地域のみなさま

と交流を深め、地域の中で安心して暮らせる町の活動拠点として新たなスタートを切りま

した。 

お問い合せ先：地域活動支援センター赤とんぼ、電話番号：61-2310 

入笠“ 花と心の里山”ボランティア活動について 

富士見町では、自然を守り育てていく花と心の里山事業として、また、花の宝庫「入笠

山」の貴重な花々を後世に残すため、平成 17 年から入笠地区において植栽ボランティア活

動を実施してきました。 

これまでに、入笠を愛する地域住民や友好都市多摩市民等による協働事業として、入笠

に自生する山野草を中心に植栽活動が行われました。 

入笠山周辺の自然を守り育てていくことで、入笠地区が花の宝庫の名所として全国から

注目を浴びることを期待し活動を行ってきました。 



今後、入笠周辺については、外来帰化植物の除去と有害鳥獣による食害被害を食い止め

ることにより、自然環境の保全に努めていきます。 

入笠山地区観光客の推移 

資料：長野県観光地利用者調査 

・ 平成 17 年：312.2 千人 

・ 平成 18 年：302.2 千人 

・ 平成 19 年：305.3 千人 

・ 平成 20 年：318.4 千人 

・ 平成 21 年：296.2 千人 

・ 平成 22 年：292.9 千人 

・ 平成 23 年：317.9 千人 

・ 平成 24 年：367.7 千人 

 入笠山の自然を守り育む活動として、“何時でも、好きな時に、自分の出来る事を”を合

言葉に「入笠ボランティア協会」の活動があります。入笠ボランティア協会も創立 10 周年

を迎え、今後様々な活動を実施します。 

当面の全体作業日程 

第 2 回 夏の入笠湿原整備 

作業内容 

帰化植物の除去 

日時 

7 月 7 日（日曜日）午前 9 時 30 分から午後 1 時 30 分 

第 3 回 秋の入笠湿原整備 

作業内容 

冬への準備、片付け等 

日時 

10 月 27 日（日曜日）午前 9 時 30 分から午後 1 時 30 分 

 

ボランティア協会の会員募集も実施しています。入会希望の方は、下記までお問い合せく

ださい。 

〒399-0211長野県諏訪郡富士見町富士見 11404番地 山彦山荘内入笠ボランティア協会事

務局、電話番号：62-2332 

平成 24 年度下半期（平成 24 年 10 月から平成 25 年 3 月） 

財政状況を公表します 



お問い合せ先：財務課 財政係、電話番号：62-9126 

一般会計の状況 

 平成 24 年度下半期に 6 回の予算補正を行いました。補正の結果、当初予算総額に 6 億

3,498 万円を増額し、74 億 1,998 万円となりました。主な補正内容は、富士見メガソーラ

ー株式会社等への出資金、土地開発公社への支援金、国の経済対策による事業などが大き

な項目となります。 

主な補正予算（歳出） 

・ 富士見メガソーラー株式会社等出資金…1 億 9,700 万円 

・ 富士見町土地開発公社支援事業…7,500 万円 

・ 農業基盤整備事業等（経済対策）…9,127 万円 

・ 公立学校施設の防災機能強化事業（経済対策）…6,429 万円 

・ 減債基金積立金…4,300 万円 

・ 藤内遺跡出土品購入…1,500 万円 

・ ふるさとみらい基金積立金…1,268 万円 

・ 衆議院議員選挙費…1,005 万円 

・ 福祉灯油券交付事業…707 万円 

歳入 

予算現額 74 億 1,998 万円 

収入済額 70 億 2,315 万円（収納率 94.7％） 

歳出 

予算現額 74 億 1,998 万円 

支出済額 63 億 4,819 万円（執行率 85.6％） 

会計別執行状況（平成 25 年 3 月 31 日現在） 

区分 予算現額 収入済額（収納率） 支出済額（執行率） 

・ 一般会計 74 億 1,998 万円 70 億 2,315 万円（94.7%） 63 億 4,819 万円（85.6%） 

・ 特別会計：国民健康保険特別会計 15 億 1,173 万円 13 億 5,956 万円（89.9%） 13

億 9,542 万円（92.3%） 

・ 特別会計：観光施設貸付事業特別会計 2 億 8,011 万円 2 億 8,016 万円（100.0%） 2

億 6,779 万円（95.6%） 

・ 特別会計：後期高齢者医療特別会計 1 億 4,932 万円 1 億 5,418 万円（103.3%） 1

億 3,049 万円（87.4%） 

・ 特別会計：富士見財産区特別会計 1,623 万円 1,162 万円（71.6%） 891 万円（54.9%） 

・ 特別会計：本郷・落合・境財産区特別会計 3 億 6,281 万円 2 億 3,354 万円（64.4%） 

2 億 7,905 万円（76.9%） 

・ 特別会計：乙事財産区特別会計 597 万円 430 万円（72.0%） 292 万円（48.9%） 

・ 企業会計：水道事業会計（収入） 5 億 8,870 万円 5 億 1,644 万円（87.7%） ‐（‐） 



・ 企業会計：水道事業会計（支出） 7 億 9,039 万円 ‐（‐） 7 億 0,521 万円（89.2%） 

・ 企業会計：下水道事業会計（収入） 10 億 7,063 万円 9 億 8,046 万円（91.6%） ‐

（‐） 

・ 企業会計：下水道事業会計（支出） 16億1,838万円 ‐（‐） 14億6,580万円（90.6%） 

※グラフおよび表中の金額については、単位調整をしていますので数値が一致しない場合

があります。 

※住民の負担状況、財産および町債残高については、11 月号の決算概要でお知らせします。 

任期満了に伴う｢富士見町長選挙｣の日程が決まりました 

告示日：平成 25 年 8 月 6 日（火曜日） 投票日：平成 25 年 8 月 11 日（日曜日） 

お問い合せ先：富士見町選挙管理委員会事務局、電話番号：62-9403 

 身近な選挙に関心も高まりますが、選挙期間中はもちろん、告示日前についても公職選

挙法で制限される行為等があります。ご不明な点は選挙管理委員会にお問い合せいただき、

正しく明るい選挙をしましょう。 

 町長選挙については随時広報ふじみ等でお知らせしていきます。 

選挙についての情報は、富士見町役場ホームページ http://www.town.fujimi.lg.jp｢ふじみ選

挙｣でご覧いただけます。 

立候補予定者説明会 

※立候補を予定される方は必ずご出席ください。 

日時 

平成 25 年 7 月 12 日（金曜日） 午後 1 時 30 分から 

会場 

富士見町役場 4 階 全員協議会室 

富士見町個人情報保護条例の運用状況の公表 

お問い合せ先：総務課 文書情報係、電話番号：62-9321 

富士見町個人情報保護条例第 31条の規定により、平成 24年度の運用状況を公表します。 

請求はありませんでした。 

・ 個人情報保護取扱事務（目的外利用）42 件 （外部提供）24 件 

富士見町情報公開条例の開示状況の公表 

お問い合せ先：総務課 文書情報係、電話番号：62-9321 

富士見町情報公開条例第 22 条の規定により、平成 24 年度の開示状況を公表します。 



請求件数 8 件〈内訳〉 

・ 全部開示 2 件 

・ 部分開示 5 件 

・ 不開示 1 件 

・ 不服申立 0 件 

住民基本台帳閲覧状況の公表 

お問い合せ先：住民福祉課 住民係、電話番号：62-9112 

 住民基本台帳法第 11 条の 3 の規定により、住民基本台帳の平成 24 年度（平成 24 年 4 月

から平成 25 年 3 月）閲覧状況を公表します。（閲覧は公共・公益目的等で使用する場合に

限定） 

国及び地方公共団体の機関による閲覧の状況 

機関の名称 請求事由の概要 閲覧日 閲覧に係る住民の範囲 

・ 自衛隊長野地方協力本部・茅野地域本部、伊藤直樹 自衛隊法第 29 条 1 項及び 35 条

に規定する自衛官等募集事務 平成 25 年 1 月 16 日 1.平成 7 年 4 月 2 日から平成 8

年 4 月 1 日までに生れた男女、2.平成 10 年 4 月 2 日から平成 11 年 4 月 1 日までに生

れた男 

個人または法人による閲覧の状況 

機関の名称 請求事由の概要 閲覧日 閲覧に係る住民の範囲 

・ 株式会社インテージリサーチ（委託者 国土交通省観光庁）調査員、今福智子 2012

年度「旅行・観光消費動向調査」（一般統計調査）対象者抽出のため 平成 24 年 5 月

23 日 全住民から無作為に抽出：85 名 

・ 社団法人新情報センター（委託者 国土交通省土地・建設産業局総務課調整室）調査

員、保科正敏 「土地問題に関する国民の意識調査」のための対象者抽出 平成 24 年

11 月 16 日 乙事地区 20 歳以上の日本国籍を有する男女 11 名 

選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表 

お問い合せ先：選挙管理委員会事務局、電話番号：62-9403 

 公職選挙法第 28 条の 4 第 7 項の規定により、選挙人名簿抄本の閲覧状況を公表します。 

閲覧期間 

平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日 

申出人 利用目的の概要 

・ 名取武一後援会 地区毎の有権者の動向の把握 

・ 株式会社けいかく代表取締役、太田大三 平成 24 年度県民アンケート調査（長野県企



画部政策評価課委託事業） 

・ 有限会社エフワイエル取締役、五反田徹 県政に係る意識調査（長野県総務部広報県

民課委託事業） 

・ 社団法人長野県世論調査協会会長、小坂壮太郎 「一般用医薬品の安全な販売制度体

制の確保に関する研究調査」（埼玉県立大学委託事業） 

中山間地域農業直接支払事業の取り組み 

 中山間地域とは、平野の外縁部から山間地を指します。中山間地域の農地は、食料生産

とともに水源のかん養や洪水の防止機能、良好な景観形成など、私たちの生活に大切な役

割を担っています。しかし平地に比べ自然条件や社会条件が厳しいことから、高齢化の進

行や担い手の減少、耕作放棄地の増加などによりその役割が低下するおそれがあります。 

 平成 12 年度から始まった「中山間地域農業直接支払事業」は、中山間地域の農地の荒廃

を防止し、農地のもつ多様な機能を持続させるため、耕作者の皆さまが行う「農地を守る

協定」に基づいた主体的な活動を支援する事業です。 

 富士見町においても 14 の集落が支援を受け、農地の多面的機能の維持・増進を図り、自

律的かつ継続的な農業生産活動等の体制整備に向け、前向きな取り組みを行っています。 

対象地域 

特定農山村法指定地域…… 富士見町全域 

対象農用地 

 対象地域にある農振農用地区域内の 1 ヘクタール以上にまとまった農地から、次の基準

により町長が指定します。 

対象農地区分 勾配基準 交付金額 

・ 急傾斜農用地 田：20 分の 1 以上（水平距離 20 メートルに対して 1 メートル以上の

高低差） 21,000 円/10 アール 

・ 緩傾斜農用地（急傾斜農用地に挟まれ、連坦している場合のみ該当） 田：100 分の 1

以上 20 分の 1 未満 8,000 円/10 アール 

集落協定 

 この事業では、「農地を守る協定」を締結し、町長の認定を受けることが必要です。また、

協定に基づく主体的な活動は、5 年間以上継続しなければなりません。 

 町内では、平成 22 年度から平成 26年度までの第三期対策で、14の集落協定が締結され、

それぞれの協定に基づいた活動が行われています。 

 平成 24 年度の実施状況は、「平成 24 年度集落協定地区一覧表」のとおりです。 

平成 24 年度集落協定地区一覧表 

集落協定名 協定面積（平方メートル） 協定参加者数 交付金額（円） 

・ 立沢 2,975,903  307  56,368,649 



・ 乙事 1,293,990  151  22,596,243 

・ 烏帽子 81,837  20  1,600,368 

・ 下蔦木 146,442  31  3,075,282 

・ 田端 76,605  19  1,608,705 

・ 上蔦木 67,120  30  1,409,520 

・ 高森 228,079  42  4,789,659 

・ 葛窪 326,975  76  6,774,890 

・ 御射山神戸 111,961  52  1,948,926 

・ 小六 201,043  32  4,218,928 

・ 池袋 132,748  37  2,787,708 

・ 瀬沢新田 42,881  12  900,501 

・ 先達 199,982  37  4,199,622 

・ 机 92,493  28  1,566,341 

・ 合計 5,978,059  874  113,845,342 

平成 24 年度共同取組活動の実施状況 

・ 共同活動実施のための話し合い 

・ 農地の法面の崩壊を未然に防止するための定期点検 

・ 道・水路の維持管理、簡易補修・改良 

・ 子どもたちの農業体験 

・ 景観作物の作付け  

・ 鳥獣害防止対策 

・ 共同機械利用など 

平成 25 年度（産）経営所得安定対策の交付金に係る営農計

画書および水稲生産実施計画書の変更届の提出について 

お問い合せ先：富士見町地域農業再生協議会事務局（産業課 農林係内）、電話番号：62‐

9222 

 今年 3 月末に、農家のみなさまよりご提出いただきました、平成 25 年度（産）経営所得

安定対策の交付金に係る営農計画書および水稲生産実施計画書（以下、実施計画書という）

につきまして、各集落を通じて変更届を配布します。 

 この変更届は、3 月末に提出していただきました実施計画書について、変更のある方のみ

ご提出いただく書類です。水稲生産や転作作物等の作付けについて変更がある方は、変更

届をご記入のうえ、各集落より指示された期限までに各集落経由でご提出いただきますよ

うお願いします。 



（各集落から役場への提出期限は 5 月 20 日（月曜日）です） 

※この変更届の締め切り後に生じた変更については、役場まで必ずご連絡ください。 

平成 25 年度 富士見町農作業標準賃金・機械作業標準料金

表 

お問い合せ先：富士見町農業委員会、電話番号：62-9234 

今年度の農作業標準賃金・機械作業標準料金が決まりました。賃金や料金の支払いの際は

参考にしてください。 

（平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで適用） 富士見町農作業賃金決定会議 

農地を有効利用し遊休荒廃農地をなくしましょう 

種別 作業名 金額（円） 単位 備考 

・ 農作業 一般作業 810  1 時間当り 稲作・野菜・花卉 

・ 機械作業：稲作（ロータリー） 7,000  10 アール当り 5 アール未満 2 割増 

・ 機械作業：稲作（畦塗） 6,700 10 アール当り 5 アール未満 1 メートル当り 50 円 

・ 機械作業：稲作（代かき） 6,200 10 アール当り 一番代・二番代とも 5 アール未満

2 割増 

・ 機械作業：稲作（田植） 9,400 10 アール当り 田植機借用のみの場合は 3,600 円（10

アール当り）とする。5 アール未満 2 割増 

・ 機械作業：稲作（収穫：バインダー） 9,300 10 アール当り ヒモは別途加算する。 

・ 機械作業：稲作（収穫：脱穀） 7,200 10 アール当り ヒモは別途加算する。 

・ 機械作業：稲作（収穫：コンバイン） 18,400 10 アール当り コンバイン全作業委

託はコンバインにモミ搬入作業を加算した額とする。ヒモは別途加算する。1/3 以上の

倒伏は 1 割増。 

・ 機械作業：稲作（収穫：モミ搬入） 4,900 10 アール当り コンバイン全作業委託は

コンバインにモミ搬入作業を加算した額とする。ヒモは別途加算する。1/3 以上の倒伏

は 1 割増。 

・ 機械作業：稲作（収穫：コンバイン全作業） 23,300 10 アール当り コンバイン全

作業委託はコンバインにモミ搬入作業を加算した額とする。ヒモは別途加算する。1/3

以上の倒伏は 1 割増。 

・ 機械作業：畑作（ロータリー） 7,000  10 アール当り 5 アール未満 2 割増 

・ 機械作業：その他（マニアスプレッター） 3,200  10 アール当り 2 トン車 1 台分。

積込み散布とも 

注意 

1. 圃場条件の悪い場合は割増料金とし金額は双方協議して決める。 



2. 水稲余り苗は 300 円（1 箱当り）とする。 

3. 作業用トラックの借料は双方協議して決める。 

4. 賃金の精算は作業終了月の月末とする。 

5. 消費税は内税とする。 

6. 大型機械作業料金については、農協富士見町農機センター、電話番号：62-2074 へお問

い合せください。 

7. ソバの収穫については、農協富士見町営農センター、電話番号：62-2157 へお問い合せ

ください。 

「結核」の基礎知識 

お問い合せ先：住民福祉課 保健予防係、電話番号：62-9134 

結核は昔の病気？ 

 明治時代から昭和 20 年代までの長い間、国民病として恐れられた結核も、国を挙げて予

防や治療に取り組んだ結果、死亡率は激減しました。しかし、人々の関心の低下や多剤耐

性結核などの新しいタイプの結核のため、結核の減少は鈍化しています。 

 現在、日本の結核罹患率は 2010 年に人口 10 万人あたり 18.2 人で、10 人以下となって

いる欧米先進国に比べるとまだまだ多い状態です。結核は昔の病気ではないのです。65 歳

以上の方は年に１回結核検診を受けましょう。 

 また、最近の結核による死亡者数は 65 歳以上の高齢者が最も多いという結果になってい

ます。これは戦前・戦後に結核菌に感染した人が、高齢化によって免疫力が低下したため

に結核を発症すると考えられています。早期発見のためにも、年に１回は結核検診を受け

ましょう。 

結核ってどんな病気？ 

 「結核菌」という細菌が体の中に入り込み、主に肺に炎症を起こす病気です。重症の結

核患者が「くしゃみ」や「咳」をすることによって結核菌が飛び散り、それを周りの人が

直接吸い込むことにより感染します。結核の初期症状は風邪に良く似ています。次の症状

があるときには、早めに受診をしましょう。 

・ 咳が 2 週間以上続く 

・ 痰がでる 

・ 微熱が 2 週間以上続く 

・ 体がだるい 

・ 胸痛 

・ 体重減少 

平成２５年度 結核検診（胸部レントゲン撮影）のお知らせ 



お問い合せ先：住民福祉課 保健予防係、電話番号：62-9134 

該当者 

65 歳以上の方（昭和 24 年 4 月 1 日以前に生まれた方） 

日時・会場 

下記の日程表にしたがって受診してください。都合のよい会場で受けることができます。 

事前に配布される受診票を撮影会場へお持ちください。 

費用 

無料 

注意事項 

1. お申し込みいただいた方で、病院等で既に受けた方や、取り消しをする場合には 5 月

末日までに保健センターにご連絡ください。（電話番号：62-9134） 

2. 撮影時の注意 

金具・プラスチック等付属品や胸元に柄等のない肌着１枚で撮影します。 

ネックレス・ペンダント・貼付用磁気は、はずしてください。 

その他 

申し込みをされていない方でも当日会場にて検診を受けることができます。 

胸部レントゲン撮影日程 

5 月 7 日（火曜日） 

時間 場所 実施区域 

・ 午前 9 時から 9 時 25 分 机集落センター 机 

・ 午前 9 時 40 分から 10 時 5 分 烏帽子公民館 烏帽子 

・ 午前 10 時 15 分から 10 時 50 分 高森公民館 高森 

・ 午前 11 時 5 分から 11 時 30 分 葛窪転作研修センター 葛窪 

・ 午後 1 時 15 分から 1 時 35 分 先達公民館 先達 

・ 午後 1 時 50 分から 2 時 5 分 田端公民館 田端 

・ 午後 2 時 20 分から 3 時 10 分 池袋公民館 信濃境、池袋 

5 月 8 日（水曜日） 

時間 場所 実施区域 

・ 午前 9 時から 9 時 10 分 下蔦木集落センター 下蔦木 

・ 午前 9 時 20 分から 9 時 45 分 上蔦木集落センター 上蔦木 

・ 午前 9 時 55 分から 10 時 20 分 赤石ドライブイン前 神代、平岡 

・ 午前 10 時 40 分から 11 時 20 分 瀬沢新田集落センター 瀬沢新田 

・ 午後 1 時 15 分から 1 時 45 分 木之間公民館 木之間 

・ 午後 1 時 55 分から 2 時 5 分 花場公民館 花場、休戸 

・ 午後 2 時 15 分から 2 時 30 分 横吹集落センター 横吹 

・ 午後 2 時 40 分から 3 時 とちの木公民館 とちの木 



・ 午後 3 時 15 分から 3 時 40 分 瀬沢公民館 瀬沢、先能 

5 月 9 日（木曜日） 

時間 場所 実施区域 

・ 午前 9 時から 9 時 10 分 富原公民館 富原 

・ 午前 9 時 20 分から 9 時 55 分 南原山集落センター 南原山、富ヶ丘 

・ 午前 10 時 10 分から 11 時 25 分 富里区役所 富里 

・ 午後 1 時 15 分から 2 時 5 分 御射山神戸区役所 御射山神戸 

・ 午後 2 時 15 分から 2 時 40 分 栗生集落センター 栗生 

・ 午後 2 時 50 分から 3 時 10 分 大平コミュニティセンター 大平 

・ 午後 3 時 20 分から 3 時 35 分 松目集落センター 松目 

5 月 10 日（金曜日） 

時間 場所 実施区域 

・ 午前 9 時から 9 時 25 分 富士見台コミュニティセンター 富士見台 

・ 午前 9 時 35 分から 11 時 15 分 町民センター 富士見 

・ 午前 11 時 25 分から 11 時 35 分 塚平集会所 塚平 

・ 午前 11 時 45 分から 11 時 55 分 富士見ヶ丘コミュニティセンター 富士見ヶ丘 

・ 午後 1 時 15 分から 1 時 35 分 小六公民館 小六 

・ 午後 1 時 45 分から 3 時 乙事区役所 乙事 

5 月 13 日（月曜日） 

時間 場所 実施区域 

・ 午前 9 時から 9 時 15 分 立沢南原集会所 立沢南原 

・ 午前 9 時 30 分から 9 時 50 分 立沢下羽場組公会所 立沢羽場 

・ 午前 10 時 5 分から 10 時 55 分 立沢構造改善センター 立沢 

・ 午前 11 時 10 分から 11 時 40 分 桜ヶ丘公民館 桜ヶ丘 

・ 午後 1 時 15 分から 1 時 45 分 若宮構造改善センター 若宮 

・ 午後 1 時 55 分から 2 時 5 分 原の茶屋公民館 原の茶屋 

・ 午後 2 時 20 分から 3 時 保健センター 今まで受けなかった人 

富士見町 教育委員会だより 第 89 号 

平成 25 年 5 月 1 日発行、富士見町教育委員会編集、電話番号：62-9235、
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定例教育委員会 

5 月 8 日（木曜日）午後 1 時 30 分より役場 2 階 教育長応接室、傍聴歓迎！ 

子どもに関するなんでも相談 

月曜日から金曜日 
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午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分、電話番号：62-9233、家庭・教育相談員（鈴木） 

平成 25 年度 エデュ・Cafe 日程 

1. 6 月 6 日（木曜日） 乙事区役所 

2. 6 月 13 日（木曜日） 富士見区役所 

3. 6 月 20 日（木曜日） 信濃境区役所（池袋・烏帽子・高森・小六・広原） 

対象地区以外へも、ぜひ、お気軽にご参加ください。 

お問い合せ先：電話番号：62-9235 

ポスター「子育て・教育５つのスイッチ」を制作・配布しました。 

お問い合せ先：子ども課総務学校教育係、電話番号：62-9235 

 町教育委員会では、子育てをする中で、大切にしたい 5 つのポイントをまとめたポスタ

ーを制作し、小中学生のお子さんをお持ちの家庭へ配布しました。お子さんの勉強する場

所だけでなく、家族の集まる場所に掲示していただき、家族みんなで、まずは、「早ね・早

起き・朝ごはん」から、取り組んでみてください。 

 このポスターは、町内の公共施設に掲示してあります。 

 また、小中学生のお子さんをお持ちでない方へも、ご希望があればお分けします。 

辞書のご提供ありがとうございました。 

 辞書提供を呼び掛けたところ、多数の辞書が集まりました。「無料塾」で活用していきま

す。 

 ご協力、ありがとうございました。 

学校でのケガは災害共済給付制度で 

 町内の小・中学校の管理下で、児童・生徒のみなさんが骨折・捻挫・切り傷等のケガで

病院を受診した場合、独立行政法人「日本スポーツ振興センター」の災害給付を受けるこ

とができます。掛け金は一人年額 945 円（うち 485 円は町負担、個人負担は 460 円）で、

5 月に学校を通じて給付します。学校に申請すると病院受診の個人負担分が戻ります。不明

な点は、学校及び総務学校教育係までお問い合わせください。 

お問い合せ先：子ども課総務学校教育係、電話番号：62-9235 

連載 1 「子どもの権利条約」って、知ってる？ 

 子どものみなさん、「子どもの権利条約」って、知っていますか？ 

そもそも、「権利」ってなんだろう？ 

子ども向けの辞書では…「自分の意思で自由に行動を決めることができて、他からおか

されてはいけないもの。」だって書いてある。 

「条約」ってなんだろう？ 

国と国が決めた約束事。 

 「子どもの権利条約」っていうのは、「子どもが人とかかわるとき、自分の意見で自由に

行動を決めることができて、他の人に理由もなくやっちゃいけないとか、こうしなさいと

言って行動を決めたりされないための国と国の約束事」のことだね。 



 この約束はすごく長いし、むずかしい所もある。だけど、子ども（18 歳未満）が自分の

意思で自由に生きていくために、みんなにも知ってほしいし、考えてほしいと思います。 

 これから、少しずつ、その中身をおしらせしていきます。みんな読んでくださいね。（次

号に続く…。） 

この春、お迎えした校長・教頭先生からのごあいさつ 

富士見小学校長、水岸 泰彦先生 

 雄大な山並み、どこまでも澄み渡った高い空。そんな素晴らしい環境の富士見町で、富

士見高原中学校、諏訪養護学校に続いて三校目の勤務、そして十一年目の春を富士見小学

校で迎えられることに大きな喜びを感じています。元気いっぱいの子どもたちが伸び伸び

と成長できますよう、精一杯取り組んでいきたいと思っています。 

境小学校教頭、河西 高明先生 

 縁あって、富士見町に四月よりお世話になっております。ここ境の地は、井戸尻遺跡が

物語るように、古き歴史が積み重ねられた文化の薫と、美しい自然に充ち溢れた、素晴ら

しい所です。その地で、未来を荷なう純真な子どもたちとともに歩めることに感謝しなが

ら、精一杯努めてまいります。お世話になります。 

本郷小学校長、今井 定雄先生 

 学校から見える八ヶ岳、甲斐駒、富士山の迫りくる雄大な山々に驚かされています。「教

育の町」を謳っている富士見町。町と町民の皆さまがここに寄せる思いを大切に、微力で

はありますが力いっぱい努めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。 

富士見町奨学金制度 ご活用ください 

 富士見町奨学金制度は、当町在住者で経済的理由により高等学校への就学が困難であり、

かつ成績優秀な学生に対し、奨学金を支給する制度です。平成 25 年度の申請を始めますの

で、希望される方、お問い合わせは、下記までご連絡ください。 

■申込み期限 6 月 14 日（金曜日） 

お問い合せ先：子ども課総務学校教育係、電話番号：62-9235 

富士見町内の小・中学校を転出・転入された先生方をご紹介します 

転出 

富士見小学校 

・ 行田喜信校長（退職） 

・ 佐久清仁（湖東小） 

・ 天野美恵子（宮川小） 

・ 西澤真理子（小布施町立栗ガ丘小） 

・ 田中真仁（南牧南小） 

・ 森田陽香（退職） 

本郷小学校 

・ 花岡澄校長（退職） 



・ 保坂実（松本養護） 

・ 笠井佳代子（小布施中） 

境小学校 

・ 小池義二教頭（田中小） 

・ 島田洋造（豊平小） 

・ 樋口愛美（金沢小） 

富士見中学校 

・ 矢島和明（県総合教育センター） 

・ 飯田浩司（岡谷南部中） 

・ 瀬田暁子（諏訪養護） 

・ 南波秀治（飯山市立城南中） 

・ 原和弘（穂高西中） 

・ 沖村有理子（松本市立菅野小） 

・ 田中洋子（湖東小） 

・ 篠原久美子（長峰中） 

・ 三井優（岡谷西部中） 

・ 松井遥（新任） 

・ 菅沼八重子（退職） 

・ 後町紗和子（退職） 

・ 中原めぐみ（退職） 

転入 

富士見小学校 

・ 水岸泰彦校長（伊那市立長谷中） 

・ 鎌倉久至（坂城町立南条小） 

・ 松下千香（玉川小） 

・ 岩本和江（玉川小） 

・ 小池郁子（四賀小） 

・ 脇坂智子（東海大付属三高） 

本郷小学校 

・ 今井定雄校長（長野市立長沼小） 

・ 平沢由紀（松本市立明善小） 

・ 酒井文（小海小） 

・ 木下早苗（城南小） 

・ 小椋花（新任） 

境小学校 

・ 河西高明教頭（豊田小） 



・ 成田陽介（御代田南小） 

・ 高木健至（中野小） 

富士見中学校 

・ 宮崎繁（下諏訪中） 

・ 平出真由美（箕輪中） 

・ 白子真由美（小布施中） 

・ 大井悠己（青木中） 

・ 小菅孝奈（大町市立仁科台中） 

・ 向井明日子（永明中） 

・ 小川典（茅野市立北部中） 

・ 畠山梨恵（伊那中） 

・ 土田美由紀（諏訪南中） 

・ 笠井萌子（新任） 

・ 閨谷加奈子（松川中） 

・ 湯田坂拓（新任） 

5 月 19 日(第 3 日曜日)は家庭の日・家庭読書の日 

新緑の季節です。自然の中で家族のふれあいを深めましょう。 

編集後記 

大人も子どもも、地域が一体となって、学びを楽しむ「教育の町」づくり。今年度も様々 

な取り組みを進めていきます。よろしくお願いします。（G） 

こんにちは 地域包括支援センターです 

お問い合せ先：地域包括支援センター、電話番号：62-8200 

 4 月より新メンバーが加わり、気持ちも新たにスタートしました。 

 富士見町の高齢者の皆様が、元気に安心して暮らせる町をめざして、お手伝いさせてい

ただきます。 

 何かお困りのことがありましたら、富士見町地域包括支援センターまでお気軽にご相談

ください。 

・ 後町みどり（ごちょうみどり） 

・ 田中剛（たなかつよし） 

・ 小林大輔（こばやしだいすけ） 

・ 今井節子（いまいせつこ） 

・ 松井孝枝（まついたかえ） 

・ 菊池世奈（きくちせな） 



赤十字社員増強（社資募集）運動について 

 日本赤十字社では国内の災害救助活動や救急法等講習事業、血液事業、医療事業をはじ

め、世界各地で発生する自然災害や、民族・宗教の対立による紛争、飢餓、貧困などによ

る被災者に対して、災害救助活動を展開しています。 

 これらの人道的事業は、皆さまからの事業資金（社資）によって支えられています。特

に 5 月は赤十字創立の月にあたることから「赤十字運動月間」とされ、この月間を中心に

社員加入を案内するととともに、広く社資を募集する「赤十字社員増強（社資募集）運動」

を行っています。 

 富士見町でも区、集落の方々の協力を得ながら社資募集を行っていますので、赤十字社

の人道・博愛の精神等をご理解いただき、様々な事業へのご協力をお願いします。 

お問い合せ先：住民福祉課 社会福祉係、電話番号：62-9144 

健康ふじみ 21 いきいき通信 

― 富士見町健康づくり計画「健康ふじみ 21」を推進しています ― 

お問い合せ先：住民福祉課 保健予防係、電話番号：62-9134 

風しん注意報発令 

 風しんの地域的な流行が続いています。昨年は全国で 2,353 例の報告があり、過去 5 年

間では最も多い報告数となりました。今年に入っても報告数が急増しています。 

 妊娠中の女性が風しんにかかると、赤ちゃんに難聴や心疾患、白内障などの障害（先天

性風しん症候群）が起こる可能性があります。妊娠中の女性は予防接種が受けられないた

め、妊婦の周りにいる方（妊婦の夫、子ども、その他の同居家族等）は、風しんを発症し

ないように予防することが大切です。風しんの感染予防には、予防接種を行うことが効果

的です。 

予防接種を受けましょう 

1. 定期接種対象の方（公費負担） 

1 期：1 歳から 2 歳未満のお子さん 

2 期：小学校入学前 1 年間のお子さん（年長の学年） 

2. 妊娠前の女性（特に 10 代後半から 40 代の女性） 

風しんの予防接種を 2 回行っていない場合は、接種回数が 2 回になるようにご検討くださ

い。接種後 2 ヵ月は避妊が必要になりますので、ご注意ください。 

3.妊婦中の女性の家族 

風しんにかかったことがない方、風しんワクチンを受けていない方、どちらも不明な方は

接種することをご検討ください。 

 特に、昭和 54 年 4 月 2 日から平成 7 年 4 月 1 日生まれの男女は接種率が低く、昭和 54

年 4 月 1 日以前生まれの男性は子どもの頃に定期接種を受ける機会がありませんでした。 



 風しんの抗体価が十分であると確認できた方以外の方は「任意での予防接種」を受ける

ことをご検討ください。 

 風しんの予防接種は、はしか（麻しん）も一緒に予防できる麻しん風しん混合ワクチン

で受けることをお勧めします。 

親と子の健康ガイド 5 月（5 月 11 日から 6 月 10 日） 

健康診査・予防接種 

会場 

保健センター 

事業名 対象児 期日 集合時間 

・ 4 ヵ月児健診 平成 25 年 1 月生まれ 5 月 31 日（金曜日） 午後 1 時 

・ 7 ヵ月児健診 平成 24 年 9 月生まれ 5 月 24 日（金曜日） 午後 1 時 

・ 7 ヵ月児健診 平成 24 年 10 月生まれ 6 月 4 日（火曜日） 午後 1 時 

・ 10 ヵ月児健診 平成 24 年 6 月生まれ 5 月 24 日（金曜日） 午後 1 時 40 分 

・ 10 ヵ月児健診 平成 24 年 7 月生まれ 6 月 4 日（火曜日） 午後 1 時 40 分 

・ 1 歳 6 ヵ月児健診 平成 23 年 9 月から 10 月生まれ 5 月 14 日（火曜日） 午後 1 時 

・ 2 歳児歯科健診 平成 23 年 3 月から 4 月生まれ 5 月 17 日（金曜日） 午後 1 時 

・ BCG 生後 5 ヵ月から 1 歳未満のお子さん 6 月 6 日（木曜日） 午後 1 時 30 分 

・ 4 種混合 生後 3 ヵ月から 7 歳 6 ヵ月未満のお子さん 5 月 30 日（木曜日） 午後 1

時 15 分から 1 時 50 分（受付） 

・ 日本脳炎 平成 21 年 4 月から平成 21 年 7 月生まれ（2 回目） 5 月 27 日（月曜日） 

午後 1 時 15 分から 1 時 50 分（受付） 

・ 日本脳炎 平成 21 年 8 月から平成 21 年 11 月生まれ（1 回目） 5 月 15 日（水曜日） 

午後 1 時 15 分から 1 時 50 分（受付） 

・ 日本脳炎 平成 21 年 8 月から平成 21 年 11 月生まれ（2 回目） 6 月 3 日（月曜日） 

午後 1 時 15 分から 1 時 50 分（受付） 

・ 日本脳炎 平成 21 年 12 月から平成 22 年 3 月生まれ（1 回目） 5 月 23 日（木曜日） 

午後 1 時 15 分から 1 時 50 分（受付） 

相談・教室 

事業名 期日 受付時間 会場 

・ 乳幼児相談 5 月 28 日（火曜日） 午前 9 時 30 分から 10 時 30 分 保健センター 

お問い合せ先：住民福祉課 保健予防係、電話番号：62-9134 

消費者見守り情報 No.29 



特殊詐欺に注意を！ 

 長野県内では 4 月に入り、巨額の詐欺被害が相次いで発覚しました。伊那市では、宝く

じの抽せん番号情報を提供すると持ち掛けられ、多額の現金をだまし取られたことが判明

したり、岡谷市でも、以前遭った詐欺の被害額を回収するという会社からのアプローチに

より、さらに多額の被害になった事例も発生しています。県内で今、件数や被害額が特に

増加しているものが、「金融商品等取引名目詐欺」です。これは、ダイレクトメールなどで

架空の有価証券などの購入を持ち掛け、別な人物が勧誘して現金を振り込ませるものです。 

 複数の会社や人物が登場し、話の内容を信じ込ませていきます。さまざまな手口を巧妙

に使い、だまされたと気づかずに被害に遭い続ける方もおられます。安易な儲け話はきっ

ぱり断ること、不審に思ったら最寄りの消費生活センター等に相談したり、詐欺の場合は

すぐに警察に届け出ることが必要です。 

相談：住民福祉課 住民係、電話番号：62-9112 松本消費生活センター、電話番号：

0263-35-1556 

5 月の納税等 

・ 軽自動車税 

・ 国民健康保険料 

・ 保育料 

・ 上下水道使用料 

・ 住宅使用料 

納期限・振替日は 5 月 31 日（金曜日）です 

※毎週火曜日は午後 7 時まで夜間納税窓口を開設しています。ご利用ください。 

お問い合せ先：財務課 収納係、電話番号：62-9123 

健康ふじみ 21 歯の健康推進チームだより 

教えて！知って得する歯の健康マメ知識（33） 

健診＆アンケート結果シリーズ 

今回は、町内保育園の歯科検診結果を紹介します。 

 平成 14 年の検査結果と比べると、平成 24 年では年少児のむし歯のない子どもの割合が

増加しています。一方、平成 18 年と比べて、年長児のむし歯のない子の割合は減少してい

ます。今後、年齢が上がってもむし歯の少ない町を目指していきましょう。 



3 歳から 6 歳のケア方法 

保育園になると大人に近い食事もとれるようになり、乳歯が一番活躍する時期です。また、

甘いお菓子を食べる機会も増えるため、むし歯が増えやすくなります。 

この時期には、乳歯の奥の歯と歯の間にむし歯ができやすくなります。歯ブラシに加えて

糸ようじやデンタルフロスでの清掃が効果的です。子ども自身も歯磨きができるようにな

る時期なので、まず自分で磨かせてから仕上げ磨きをしてあげましょう。また、６歳臼歯

は特に磨きにくく、むし歯になりやすいので、気をつけて磨いてあげましょう。 

お問い合せ先：健康ふじみ 21 歯の健康推進チーム事務局住民福祉課 保健予防係（保健セ

ンター内）、電話番号：62-9134 

住民だより 4 月 

3 月 15 日～4 月 14 日の届出〈敬称略〉 

出生・転入・転居は 14 日以内に死亡は 7 日以内に届出を 

結婚おめでとう 

氏名 出身地 

・ 平出拓磨 池袋 

村岡まり子 瀬沢新田 

・ 窪田晃浩 富ヶ丘 

篠原春菜 原村 

出生おめでとう 

氏名 父の名 母の名 区名 

・ 名取日向馬（なとりひゅうま） 正直 桜子 先能 

・ 藤森涼太（ふじもりりょうた） 裕樹 桃子 富里 

・ 平出和奏（ひらいでわかな） 翔太 真梨子 富士見台 

・ 西藤美深（さいとうみみ） 喬 雅深 富士見台 

・ 小林優輝（こばやしまさき） 勉 美咲 田端 

・ 植松健（うえまつたける） 文彦 理絵 富原 

おくやみ申し上げます 

氏名 年齢 世帯主 区名 

・ 植松今朝男 83 歳 今朝男 富里 

・ 三井竹久 91 歳 竹久 大平 

・ 中山勝幸 89 歳 勝幸 机 

・ 小林和四郎 81 歳 和四郎 御射山神戸 

・ 小池美智子 54 歳 久長 立沢 

先月のおくやみ 五味太郎様の世帯主・五味英朋様の名が謝って記載されていました。お詫



びして訂正いたします。 

くらしの情報 

お知らせ 

「年金だより」付加保険料の申出は大変お得です 

 付加年金は、国民年金第 1 号被保険者（自営業者、学生など）の独自給付とされていま

す。年金額を少しでも多く受給されたい方は、毎月の国民年金保険料に付加保険料（月額

400 円）をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。 

 付加年金の年金額は「200 円×付加保険料を納付した月数」となっています。 

具体例 

付加保険料を 10 年間納付した場合 

付加保険料の納付額＝400 円×12 月×10 年=48,000 円 

付加年金の年金額＝200 円×12 月×10 年=24,000 円 

48,000 円の付加保険料額で、毎年 24,000 円の付加年金が老齢基礎年金に上乗せして受け取

れ、大変お得です。 

留意事項 

・ 付加保険料の納付は、申し込みを行った月分からとなります。 

・ 国民年金基金に加入中の方は、付加保険料を納付できません。 

・ 納付期限（対象月の翌月末）を経過しての付加保険料は納付できません。 

お申込みは、住民福祉課国保年金係（2 番窓口）です。 

お問い合せ先：岡谷年金事務所、電話番号：23-3661 または住民福祉課国保年金係、電話

番号：62-9111 

自動車税の納期限は 5 月 31 日（金曜日）～コンビニ納付が可能です～ 

 5 月 31 日（金曜日）は、平成 25 年度の自動車税の納期限です。 

 自動車税は、4 月 1 日現在で自動車（軽自動車、二輪車を除く）をお持ちの方に納めてい

ただく県の税金です。金融機関、郵便局、コンビニエンスストアおよび地方事務所税務課

で納付できます。 

お問い合せ先：長野県諏訪地方事務所税務課、電話番号：57-2905 

ご存知ですか？「民生児童委員は、あなたの身近な相談相手です」 

 町内には 43 名の民生児童委員(内 3名主任児童委員)が厚生労働大臣より委嘱をうけて活

動しています。皆さんの最も身近な民生児童委員は子育て、介護、健康・医療あらゆる相

談に応じ、適切な関係機関へと導く地域における「つなぎ役」です。 

 ひとりで悩まず安心してお近くの民生児童委員にご相談ください。民生児童委員は、誰

もが安心して住み続けることができる地域社会づくりに貢献しています。 

5 月 12 日は「民生委員・児童委員の日」です。 



【行動宣言】「広げよう地域に根ざした思いやり」 

お問い合せ先：富士見町民生児童委員協議会、電話番号：62-9144 

剪定木の受入れ、木材チップ配布の受付けを開始します 

 町では燃えるごみの減量と資源化を目的として、庭木等を剪定した枝等を受入れ、チッ

プ化したものを配布します。いずれも事前に生活環境係にお申し込みください。 

受入れ・配布申込受付期間 

5 月から 10 月 

受入れ期間 

5 月から 10 月 

配布期間 

5 月から 11 月 

受入れ・配布日時 

第 2・第 4 日曜日 午後 1 時から 3 時（要予約） 

剪定木の受入れ（受入れの条件） 

・ 町内の一般家庭から出る剪定木（枝木等）で、町が指定する場所へ直接持ち込みでき

ること。 

・ 直径 15 センチメートル以下の枝木で、長さが概ね 2 メートル以下であること。 

・ 木の根、土や泥でひどく汚れたものや建築廃材などは持ち込めません。 

※受入れの日時、場所については申し込み時に案内します。 

木材チップの配布 

 木材チップは無料です。町の指定する場所へ直接取りに来ていただき、袋詰めや積み込

みは各自で行っていただきます。また、配布は先着順とします。（再申し込みより初回申し

込みを優先します。） 

※配布の日時、場所については生活環境係より改めて連絡をします。 

お問い合せ先：建設課生活環境、電話番号：62-9114 

産業用廃プラスチックの回収 

 産業廃棄物は、排出者が責任を持って適正な処理をするよう法律で定められています。

農家の皆さんの手助けとして回収処理を行っていますのでご利用ください。 

日時 

5 月 11 日（土曜日） 午前 9 時から 11 時 

場所 

ＪＡ信州諏訪 富士見町野菜集荷所 

持ち物 

1. 印鑑 

当日、委任状・排出業者（農家）の処理委託契約に印鑑が必要です。印鑑がない場合、

持ち込み（排出）ができないこともありますので、必ずお持ちください。 



2. 現金 

回収費用は現金払いですので、ご用意願います。 

3. 黒ボールペン 

回収物 

1. 農業用廃ビニール等の資材 

【対象】被覆用ビニール／ポリフィルム／畦シート／マルチシート／ポリポット／肥料

袋／肥料用紙袋など 

【回収費用】1 キログラムあたり 50 円（税込） 

【注意事項】土砂、泥等はできる限り除去してください。金属などの異物は絶対入れな

い。計量しやすいように１梱包は 15 キログラムから 20 キログラム程度にし、ビニール 

紐（縄紐は不可）でしっかり結束する。小さい資材は肥料袋に入れて縛る。資材別に分

別する。 

2. 薬の空き容器 

【対象】農薬のポリ容器、ポリ袋のみ ※農薬空きビン・缶は回収しません。 

【回収費用】1 袋 1 律 300 円（税込） 

【注意事項】指定の袋へ入れてください。（JA ファームふじみ店にて 10 枚入り 100 円

を購入してください。）※次の処理をした後、回収袋に入れるよう徹底してください。

空き容器を必ず 2 回以上洗浄する。ポリ容器のキャップを外す。※産業用廃棄物を運搬

する車両の表示および書面の備え付け（携帯）が義務付けられました。詳細は、営農セ

ンターにお問い合わせください。 

その他 

 ドロクロ缶と不要農薬の回収は、日程が決まり次第お知らせします。 

お問い合せ先：JA 信州諏訪富士見町営農センター、電話番号：62-2157 

病児・病後児保育のご案内 

病児・病後児保育とは？ 

 保護者が最も困難に感じるのは、お子さんが病気の時です。特に共稼ぎの保護者にとっ

ては誰がどのように看病してよいか不安になります。 

 町では病児・病後児保育事業として、対象のお子さんを病院内で一時的に預かり保育を

行っています。保育室は「富士見高原病院」内にあり、看護師の巡回と保育士を配置して

います。 

利用するには？ 

1. 町教育委員会子ども課子ども支援係で事前登録手続きが必要です。（役場 2 階、電話番

号：62-9237）※登録料および利用料は無料 

2. 利用前に「富士見高原病院」で受診していただき、利用の可否を決定します。※受診料

は個人負担 



利用にあたっての条件 

1. 対象児童は町内在住の生後 6 ヵ月から小学校 3 年生。 

2. 病気または病気回復期で入院する程度ではないが安静にする必要のあるお子さんで、保 

 護者が仕事、疾病等により家で育児ができない家庭。 

3. 定員 4 名／1 日あたり 

利用をお断りする場合 

1. 医師が受入れできないと判断した場合。 

2. 定員を超えた場合。 

利用日 

開設日 

月曜日から金曜日（土曜日・日曜日、祝日、お盆、年末年始除く） 

開設時間 

午前 8 時から午後 6 時 

実施場所 

富士見高原病院、電話番号：62-3030 

お問い合せ先：富士見町教育委員会 子ども課子ども支援係、電話番号：62-9237 

電源コードの取り扱いに注意！ 

 私たちの生活には今や電化製品は欠かせない物となっています。 

 電化製品の多くには電源コードが付いていますが、最近コードの断線による火災・事故

が増加しています。普通に使用する分には事故発生率は高い物ではませんが、繰り返し過

度な曲げや、ねじれ、強い力による踏みつけ、挟み込み、束ね、引っ張り等の使用方法に

よっては断線が発生し、大きな火災事故に至る可能性があります。 

 コード部分は見た目では危険を感知しにくい部分ですが、正しく使用することで未然に

防げる事故もあります。コード部分は次のことに注意し、使用してください。 

・ 無理に曲げたり、ねじったりしないようにしましょう。 

・ コードを傷つけたり、重い物を載せたり、ドア等に挟み込む様なことが無いようにし

ましょう。 

・ 束ねて使用するのは止めましょう。 

・ コードを抜く時は、先端のプラグ部分を持って抜きましょう。 

・ 収納時、本体に巻きつけることは止めましょう。 

・ 製品に付いている取り扱い説明書をよく読みましょう。 

お問い合せ先：消防課予防係、電話番号：61-0119 

富士見区役所の移転 

 区役所新築工事に伴い、次の日程で移転します。 

移転先 

 富士見町富士見 3674 番地 4（富士見郵便局上の旧五味縫製建物） 



移転期間 

 4 月 21 日（日曜日）から 11 月 30 日（土曜日）予定 

お問い合せ先：富士見区役所、電話番号：62-2006（変更なし）、ファックス：62-2031 

相談 

特設人権相談所の開設 

 諏訪人権擁護委員会では人権擁護活動の一環として、特設人権相談所を開設します。 

 毎日の暮らしの中で起こるさまざまな問題、「いじめ・不登校・家庭内問題・悩みごと」

など何でもご相談ください。 

 予約は不要、相談は無料で、秘密は堅く守られます。 

日時 

6 月 1 日（土曜日）午前 10 時から午後 3 時まで 

会場 

 町民センター 

お問い合せ先：諏訪人権擁護委員協議会 事務局、電話番号：52-0583 長野地方法務局諏

訪支局、電話番号：52-2440 

募集 

平成 25 年度臨時保育士 

 町内保育園に勤務していただく臨時保育士を募集しています。応募後は、書類審査や面

接等を経て採用となります。 

応募資格 

60 歳未満で保育士資格を有する方 

勤務場所 

 町内公立保育園 

募集人員 

 若干名 

勤務開始 

 平成 25 年 6 月から 

勤務時間 

 午前 8 時 30 分から午後 5 時まで（常勤月曜日から金曜日） 

※土曜勤務が年に 1 回から 2 回あります。また、各園の規定により早朝・延長保育のシ

フト勤務もあります。 

賃金 

 町基準により支給 

募集時期 

 平成 25 年 5 月 17 日（金曜日）まで 



応募方法 

 詳細を担当課までお問い合わせください。（後日、履歴書・資格証明書等が必要となりま

す） 

お問い合せ先：富士見町教育委員会 子ども課子ども支援係、電話番号：62-9237 

さわやか健康スポーツ教室～ふらば～るボールバレー～ 

 変形ボールを使い、ワンバウンドさせてからプレーする新しいバレーボールです。 

 予測に反する変化球が笑いを誘い、どなたでも楽しめます。 

 また、諏訪地方大会も開催されていますので、お気軽にご参加ください。 

日程 

 5 月 17 日・24 日（金曜日） 午後 7 時 30 分から 

会場 

 町民センター体育室 

受講資格 

 町内に在住または通勤・通学している小学生以上の方（ファミリーでの参加も歓迎しま

す） 

受講料 

 無料 

定員 

 なし 

※申し込みは当日となります。 

お問い合せ先：生涯学習課社会体育係、電話番号：62-2400 

ヨーガ教室 

 古来よりインドに伝わるヨーガで、心技体のバランスを整えましょう。 

日程 

 6 月 4 日から 7 月 2 日（毎火曜日の連続 5 回） 午後 7 時から午後 8 時 30 分 

会場 

 町民センター大会議室 

受講資格 

 町内に在住または通勤・通学している中学生以上の方 

受講料 

 500 円（保険料ほか） 

定員 

 先着 15 名 

申込期限 

 5 月 28 日（火曜日） 



持ち物 

 エクササイズマット または大きめのバスタオル 

お問い合せ先：生涯学習課社会体育係、電話番号：62-2400 

Group Life 

 町内にはさまざまなコミュニティがあり、独自の活動をしています。そんな皆さんの活

動やイベントをご紹介するコーナーがグループライフ（仲間との生活）です。 

子育てはたくさんの笑顔とたくさんの手で 

NPO 法人ふじみ子育てネットワーク 

お問い合せ先：電話番号：62-5505 

～「つなぐ・つながる」をめざして～ 子育てひろば AiAi 

 子育てひろば AiAi は、乙事町民ひろばのカラマツ林の中にあります。2 世代 3 世代が一

緒に暮らす家庭がたくさんある富士見町でも、核家族は増え、昔と違って母親が一人で子

育てのほとんどすべてを担っている家庭が少なくありません。また少子化の影響で地域に

子どもが減り、異年齢の子どもたちが群れて遊ぶ機会も著しく減っています。 

 そのような状況の中、赤ちゃんが生まれて保育園・幼稚園に入園するまでの子育てのス

タートの時期、母親の閉塞感や不安感を解消し、子ども同士が安心して遊ぶことができる

場を保障するために、NPO 法人ふじみ子育てネットワークが、富士見町地域子育て支援拠

点事業として町からの委託を受けて運営しています。 

 第 2 の実家をめざした家庭的な雰囲気の中、小さな子どもとお母さん（時々お父さんや

おじいちゃん、おばあちゃんも）が思い思いに過ごしています。 

 また、月に数日、親の子育て力を高めるための講座や、外遊びを通じて親同士・子ども

同士の交流や関わりを深めるおさんぽ隊、たき火カフェなどのプログラムを企画し、子育

て家庭のつながりをつくるきっかけを提供しています。 

・ 野原であそぶ子どもたちを見ながら、子育ての楽しみや心配事を共有するお母さんた

ち。自然の中では気持ちもおおらかになります。（おさんぽ隊） 

・ 子どもたちものびのびと外あそびを満喫します。（おさんぽ隊） 

皆さまの健康を応援します 

保健補導員会連合会 

～健やかな暮らしを願って～ 

 「地域の皆さまの健康づくりのため、今年も各地区で教室を開催します」 

 昨年度、各地区において「家族で愛菜！ 健康いきいき栄養講座『目指そう健康長寿 

No.1』」をテーマに 25 会場で料理教室を開催し、450 人の方にご参加いただきました。各

家庭の味噌汁を持ちより、塩分濃度を測定し、健康長寿秘訣の講話や、簡単な調理実習を

実施しました。 



 また、「さわやかストレッチ＆ウォーキング」～LifeisMotion～と題して、12 会場で運動

教室を開催し、235 人の方にご参加いただきました。日常生活の動作として「歩く」ことを

意識し、自分の身体と対話しながら楽しく体を動かす工夫と実践を、地区の皆さまにお伝

えすることができました。 

 今年度も、6 月から計画的に各地区で料理教室や運動教室を開催します。どうぞ皆さま、

お気軽にご参加ください。 

得意な人は「より速く」苦手な人も「コツ」で伸びます 

富士見町地域スポーツクラブ 

お問い合せ先：海洋センター内、電話番号：62-6126 町民センター、電話番号：62-2400 

本年度第 1 回：運動会直前「かけっこ教室」開催決定！！ 

今年度は「キッズ教室」に 力を入れます。一緒に 楽しみましょう!（年間 5 回コースを予

定） 

※親子でご参加ください。走ることが楽しくなるよ。 

開催日 

5 月 25 日（土曜日） 

場所 

町民センター 体育館 

時間 

午前 10 時から午前 11 時（小学校低学年対象） 

午前 11 時～から正午（小学校高学年対象） 

講師 

松本大学人間健康学部スポーツ健康学科 田邊愛子先生 

助手 

松本大学の学生さん 

参加費 

1 家族 300 円 

※第 2 回（7 月 7 日）、第 3 回（9 月 14 日）、第 4 回（10 月）、第 5 回（11 月） 松本大学

と日程調整中です。 

自然からの贈り物に「感謝」して 

～各種団体～ 

富士見町の新鮮野菜を学校給食に♪ ～「ふじみ農村よっちゃばり」の紹介～ 

 こんにちは。富士見町の素敵な人や団体・お店・活動を「富士見町の宝」として多くの

人に知っていただこうと活動する「おらほー富士見」です。今回は、「ふじみ農村 よっち

ゃばり」を紹介します。 

 こちらの団体は、「食」の大切さを伝える活動やこれからの富士見町の農業のことを考え

る団体で、地元富士見町で採れた美味しいお米や野菜を、小中学校や保育園の給食食材に



提供していることでも有名です。 

 同じ食材を給食に利用するにも、富士見町には新鮮で栄養満点の野菜がたくさんあるの

で、できるだけ地元で採れた美味しいお米や野菜をたくさん食べて育ってほしい。そうい

う思いから、こちらの団体では、役場職員や学校・栄養士の皆さんと協力しながら、富士

見の土地で健康に育ったお米や野菜を届けています。 

 ここ富士見町では、自宅で採れた野菜を食べている方も多いと思います。あまり特別な

ことのように思われないでしょうが、東京をはじめ他の地域の方々に、「富士見町では地元

で採れたお米や野菜を、積極的に給食に利用しているんですよ！」と紹介すると、本当に

ビックリされます。しかも、「そんな子育てに素敵な環境があるんだ！」…と、うらやまし

がられます。「ふじみ農村 よっちゃばり」は、そんな、他もうらやむ富士見町の中で素敵

な活動をしている団体なんです。 

 現在、メンバーを募集しているとのことで、地域みんなで子どもたちを育てる環境づく

りに携わっている、特に食育や子どもの食べ物に興味を持たれている若いお母さんにも、

ぜひご協力いただきたいとのことです。朝の野菜納品を手伝っていただけるだけでも、で

きる範囲の参加で大歓迎だそうです。 

 詳しくは、おらほー富士見ホームページをご覧ください♪ 

 http://www.oraho-fujimi.jp（「おらほー富士見」で検索しても OK です） 

・ 旬の地元野菜がいっぱいの学校給食 

・ 中学生と一緒に野菜の有機栽培もしています 

・ 養護学校の皆さんとの稲刈り 

くらしのガイド 5 月（5 月 1 日～6 月 10 日） 

※6 月の内容は次号と重複する場合があります 

休日当番医・薬局（5 月分） 

期日 当番医 当番薬局 

・ 5 月 3 日（金曜日・祝日） 高原病院、電話番号：62-3030 茅野土屋薬局、電話番号：

71-2122 

・ 5 月 4 日（土曜日・祝日） 高原病院、電話番号：62-3030 こぶし薬局、電話番号：

71-6202 

・ 5 月 5 日（日曜日・祝日） 高原病院、電話番号：62-3030 オギノ SC フジモリ薬局、

電話番号：71-2578 

・ 5 月 6 日（月曜日・祝日） 文化ヶ丘病院、電話番号：62-2046 フジモリ薬局はら店、

電話番号：79-5751 

・ 5 月 12 日（日曜日） 高原病院、電話番号：62-3030 フジモリ薬局はら店、電話番

号：79-5751 



・ 5 月 19 日（日曜日） 高原病院、電話番号：62-3030 アイン茅野駅前薬局、電話番

号：82-5565 

・ 5 月 26 日（日曜日） 高原病院、電話番号：62-3030 けやき薬局、電話番号：82-2864 

全町対象／燃えるごみの収集 

日時 

毎週月曜日 午前 9 時から午前 11 時（祝日も実施） 

場所 

役場裏駐車場（第 2 体育館駐車場） 

全町対象／資源物分別収集 

日時 

6 月 9 日（日曜日）午前 9 時から午前 11 時 

場所 

役場前駐車場 

粗大ごみの収集 

・ 5 月 13 日（月曜日）富士見・富里 

・ 5 月 20 日（月曜日）御射山神戸・栗生・大平・松目・原の茶屋・花場・休戸 

・ 5 月 27 日（月曜日）若宮・木之間・横吹・とちの木・南原山・富原・富士見ヶ丘・塚

平・富ヶ丘・栂沢・希望ヶ丘 

資源物の収集 

・ 5 月 2 日（木曜日）・6 月 6 日（木曜日）本郷・落合・境地区 

・ 5 月 16 日（木曜日）富士見地区 

※容器包装・その他プラのみ 

・ 5 月 2 日（木曜日）・6 月 6 日（木曜日）富士見地区 

・ 5 月 16 日（木曜日）本郷・落合・境地区 

水道指定給水装置工事事業者 土曜日・日曜日・祝日当番店 

月日 当番店 電話 

・ 5 月 3 日（金曜日・祝日） 山本管工事 64-2649 

・ 5 月 4 日（土曜日・祝日） 戸井口建設 65-3213 

・ 5 月 5 日（日曜日・祝日） 三善工業 66-2078 

・ 5 月 6 日（月曜日・祝日） 坂本鉄工所 62-2065 

・ 5 月 11 日（土曜日） 窪田設備 62-7004 

・ 5 月 12 日（日曜日） 窪田鉄工設備 62-3253 

・ 5 月 18 日（土曜日） エンドウ 62-5656 

・ 5 月 19 日（日曜日） リビングクボタ 62-5391 

・ 5 月 25 日（土曜日） 富士見設備 62-2421 

・ 5 月 26 日（日曜日） 太陽住設 62-2093 



役場窓口業務 延長日 

5 月 7 日（火曜日）・14 日（火曜日）・21 日（火曜日）・28 日（火曜日）・6 月 4 日（火曜日） 

午後 5 時 15 分から午後 7 時 

相談・説明会 

相談・説明会名 日時 会場 

・ 結婚相談 5 月 14 日・28 日（火曜日）午後 1 時から午後 5 時 15 分 結婚相談所（役

場 4 階）、お問い合せ先：電話番号：62-7853 

・ 心配ごと相談 5 月 17 日（金曜日）午前 10 時から午後 3 時 町民センター2 階、お問

い合せ先：社会福祉協議会、電話番号：78-8988 

・ 子育て相談 5 月 17 日（金曜日）午前 9 時から午前 11 時 30 分 保健センター1 階、

お問い合せ先：子ども課 子ども支援係、電話番号：62-9233 

・ 出張年金相談 5 月 1 日（水曜日）・6 月 5 日（水曜日）、午前 10 時から午後 3 時 役

場 3 階会議室 お問い合せ先：岡谷年金事務所、電話番号：23-3661 

・ シルバー人材センター入会説明会 5 月 8 日（水曜日）午後 2 時から 茅野広域シルバ

ー人材センター お問い合せ先：電話番号：73-0224 

・ 税務無料相談 5 月 8 日（水曜日）、午前 10 時から正午 下諏訪商工会議所会館 2 階、

【要予約】 お問い合せ先：税理士会事務局、電話番号：28-6666 

・ 女性のための悩み相談 一般相談電話受付（毎週火曜日から土曜日）、午前 8 時 30 分

から午後 5 時 ※金曜日のみ午後 9 時まで 県男女共同参画センター（岡谷市）、お問

い合せ先：電話番号：22-8822  

・ 多重債務無料相談 月曜日、午後 3 時から午後 5 時 諏訪在住会が指定する法律事務

所、お問い合せ先：長野県弁護士会諏訪在住会、電話番号：58-5628 

・ 諏訪法律相談（有料） 火曜日・金曜日、午後 3 時から午後 5 時 諏訪在住会が指定

する法律事務所、お問い合せ先：長野県弁護士会諏訪在住会、電話番号：58-5628（10,500

円／1 時間） 

・ 多重債務相談 平日、午前 9 時から正午、午後 1 時から午後 4 時 30 分 財務省関東財

務局長野財務事務所、お問い合せ先：電話番号：026-234-2970 

※法律相談で相談者が利害相反となる場合は、受付することができません。（弁護士法第 25

条） 

スポーツスケジュール 

お問い合せ先：生涯学習課 社会体育係、電話番号：62-2400、ファックス：62-6483 

日時 事業名 会場 

・ 5 月 2・16・30 日（木曜日）午前 10 時から 地域スポーツクラブ事業、サロン「げん

き塾」 町民センター 

・ 5 月 9・23 日（木曜日）午前 10 時から 地域スポーツクラブ事業、ストレッチの集い 

町民センター 



・ 5 月 10・24 日（金曜日）午後 7 時 30 分から 地域スポーツクラブ事業、すくすくス

ポーツデー 町民センター 

・ 5 月 12・19 日、6 月 9 日（日曜日）午後 5 時から 小学生野球教室 1～3 町民広場野

球場（雨天：海洋センター） 

・ 5 月 17・24 日（金曜日）午後 7 時 30 分から さわやか健康スポーツ教室（ふらば～

るバレーボール） 町民センター 

・ 5 月 21・28 日（火曜日）午前 10 時から 地域スポーツクラブ事業、「清泉荘」ストレ

ッチ教室 清泉荘 

・ 5 月 24 日（金曜日）午後 7 時 30 分から フリースポーツデー 町民センター 

・ 6 月 2 日（日曜日）開会式：午前 9 時 30 分 第 9 回富士見高原八ヶ岳クロスカントリ

ー大会 八ヶ岳陸上競技場発着 

・ 6 月 4 日（火曜日）午後 7 時から ヨーガ教室 1 町民センター 

・ 6 月 10 日（月曜日）午後 7 時から 体育施設利用者会議 町民センター 

主な行事 

日時 行事名 会場 

・ 5 月 19 日（日曜日）午前 10 時から午後 2 時 30 分（集合：八峯苑鹿の湯） 標高 1,420

メートル天空の花園と八ヶ岳秘境ウォーキング 富士見高原リゾート周辺 

ご存知ですか！？ 男女共同参画のこと Vol.2 

 町では、平成 25 年度から第４次男女共同参画計画「すずらん 4 パートナーシップふじみ」

がスタートしました。そこで、このコーナーでは計画で掲げた 25 の施策（目標）の中から、

その一部をご紹介したいと思います。 

施策 

配偶者やパートナーからの暴力が、犯罪に該当する行為であることを知らせ、相談窓口や

民間シェルターに関する情報を提供します。 

現状 

 配偶者等からの暴力は男性が女性にするものと思われがちですが、平成 23 年度の内閣府

の調査では、配偶者からの暴力を女性 33％、男性 18％が経験していると回答しています。 

 平成 24 年度実施の町民アンケートでは、「夫婦間であれば許される行為だと思う」と考

える方が少数ながらいることがわかり、また「性的暴力」については他の暴力（身体的、

心理的）より知られていないのが現状です。 

このような施策を掲げ、よりよい男女共同参画社会の形成に向けて努めていきます。 

「すずらん事業協同組合パートナーシップふじみ」とそのダイジェスト版は、コミュニテ

ィ・プラザ内生涯学習課 男女共同参画係にあります。 

お問い合せ先：富士見町教育委員会 生涯学習課 男女共同参画係、電話番号：62-7900 



姉妹町 西伊豆だより 

黄金崎公園休憩施設 

―「こがねすと」オープン― 

 黄金崎公園に新しい休憩施設がオープンし、4 月 2 日約 40 人が参加して落成式が行われ

ました。 

 黄金崎には旧賀茂村で建設した黄金崎研修センターがありましたが、老朽化や耐震等の

問題もあり平成 23 年 6 月に営業を終了し、「こがねすと」が建築されました。昨年 12 月に

名称を公募し、全国から寄せられた 87 点の中から、県内の高校 3 年生が応募した「こがね

すと」が選ばれました。この名前は、黄金崎の「こがね」と休憩所の意味を持つ「ネスト」

を組み合わせた造語で、「ネスト」には“巣”の意味もあることから、巣から鳥が飛び立つ

ように、全国へ情報を発信してほしいという思いが込められています。 

 「こがねすと」では情報案内だけでなく、飲み物や軽食、西伊豆自慢品の販売も行って

おり、夏期など日没時間によっては営業時間を延長します。 

 また、駐車場もバス 3 台分拡張され、黄金崎の先端部分には、展望用のウッドデッキも

新設し、青い海や美しい夕陽がより見やすくなりました。 

 名称に込められた思いに負けないくらい、全国に「こがねすと」「黄金崎」の名を広めて

くれることを願っていますので、富士見町の皆さまも是非、お越しください。 

・ 完成した「こがねすと」 

・ 駿河湾と富士山が一望できます 

お問い合せ先：黄金崎公園休憩施設「こがねすと」、電話番号：0558-55-0580 

News Fujimi 

まちの「話題」や「イベント」をご紹介します 

きらめく個性が芽生える 

町内保育園入園式・小学校入学式 

 4 月 2 日（火曜日）町内各保育園の入園式、4 日（木曜日）町内各小学校の入学式が行わ

れました。大きな拍手に迎えられた入園児・新入生たちは元気いっぱいな歌声を披露し、

お兄さんやお姉さん、先生そして地域の人たちの歓迎を受けました。友達と元気に遊び、

楽しく学んで、一歩ずつ確かな道を健やかに歩み続けてほしいと思います。 

長期の安定運用を願い 

メガソーラー施設の建設起工式 

 4 月 2 日（火曜日） 落合地籍にある工業団地南側の土地開発公社所有地において、大規

模太陽光発電所施設の建設起工式が執り行われました。 

 竣工後は約 5 ヘクタールの用地に、約 9,630 枚の太陽光パネルと関係設備が設置され、2



メガワットの電力が売電されます。予定以上の発電力を発揮する設備が完成し、長期の安

定した運用が期待されます。 

大切な人との出会いを応援します 

結婚相談員委嘱式 

 4 月 9 日（火曜日）富士見町結婚相談員 2 名の委嘱式が行われました。相談員は中山孝さ

ん（机）【写真：中央】と織田昭雄さん（富士見）【写真：左】で、1 年間の委嘱です。真剣

な出会いや結婚を希望している方のために、相談員が誠意と真心を持ってサポートし、本

年も相談業務や、出会いのイベントを 2 回開催します。 

悩まずにご相談ください 

人権擁護委員委嘱式 

 4 月 10 日（水曜日）法務大臣から植松作雄さん（立沢）が人権擁護委員に委嘱され、委

嘱式が行われました。不当な差別、職場・学校でのいじめ、相隣間のトラブルなど「これ

は人権上問題では？」と感じたりすることを、ひとりで悩まずに相談員さんへご相談くだ

さい。 

富士見町消防団 新役員紹介 

任期：平成 25 年 4 月 2 日から平成 27 年 4 月 1 日 

・ 団長：功力喜朗（くぬぎよしろう） 池袋 

・ 副団長：吉田誠（よしだまこと） 富士見 

・ ラッパ長：窪田達郎（くぼたたつろう） 横吹 

・ 第 1 分団長：小林等（こばやしひとし） 御射山神戸 

・ 第 2 分団長：内藤賢（ないとうけん） 大平 

・ 第 3 分団長：前島克敏（まえしまかつとし） 若宮 

・ 第 4 分団長：井出智久（いでともひさ） 富士見 

・ 第 5 分団長：金井健一（かないけんいち） 富里 

・ 第 6 分団長：北原文男（きたはらふみお） 立沢 

・ 第 7 分団長：五味勝善（ごみかつよし） 乙事 

・ 第 8 分団長：五味照幸（ごみてるゆき） 机 

・ 第 9 分団長：名取孝次（なとりたかつぐ） 上蔦木 

・ 第 10 分団長：小林昌幸（こばやしまさゆき） 高森 

・ 第 11 分団長：小林雅幸（こばやしまさゆき） 先達 

・ 第 12 分団長：雨宮万博（あめみやかずひろ） 瀬沢新田 

井戸尻考古館でこだわりの体験をして、こどもの日を楽しく



過ごそう！ 

期日：5 月 5 日（日曜日）こどもの日 

お問い合せ先：井戸尻考古館、電話番号：64-2044 

縄文体験学習 

時間 

午前 9 時から午後 5 時 

場所 

井戸尻史跡公園 

参加費 

無料 

内容 

・ ロウ石の飾り玉（首飾り）づくり 

・ 丸木弓的あて 

ぼろ機体験（指導：紅蓮織りの会） 

時間 

午前 10 時から午後 3 時（受付午後 2 時 30 分まで） 

場所 

歴史民俗資料館 

参加費 

体験は無料ですが、施設入館料が必要です。（諏訪 6 市町村内の小中学生は無料） 

内容 

機を使った裂き織りの体験 

その他 

作品は後日お渡しします。（郵送希望の方は送料が必要となります） 

平成 25 年度 天竜川上流水防演習 

大規模水害・土砂災害対策広域連携実動訓練 

 天竜川上流域では、幾多の豪雨災害に見舞われてきました。今後も予想される災害に対

処するため、防災関係機関等の連携強化と、地域防災力の向上を目指して水防演習を実施

します。万が一に備えるために、皆さんもぜひご参加ください。 

（少雨決行・入場無料） 

日時 

5 月 26 日（日曜日） 午前 8 時 30 分から正午 



場所 

・ メイン会場 長野県飯田市川路地先（一級河川天竜川右岸） 

・ サテライト会場 長野県伊那市小出島地先（一級河川天竜川右岸） 

 ※富士見町消防団も演習に参加します。 

お問い合せ先：国土交通省中部地方整備局 天竜川上流河川事務所、電話番号：0265-81-6411 

富士見の景観 

昔の役目を終えてのびのびと 

ハンノキは水気の多い土地で育つので、川沿いや田の近くの湿地によく見られる。 

 昔の稲作では、代かきの季節になると、「刈敷（かりしき）」と言って、草の茎や木の葉

の沢山ついた枝を、刈ってそのまま一面に並べ、人や馬で踏み込み地中で腐らせ肥料にし

た。 

化学肥料が使われるようになり、また、耕作しなくなった田の畔だったところには、そ

のまま伸びたハンノキが立っていた。 

【樹木選定・評価 加々見一郎氏】 

ハンノキ【榛の木学名：Alnusjaponica】 

カバノキ科ハンノキ属の落葉高木。日本、朝鮮半島、ウスリー満州に分布しており、日本

では全国の山野の低地や湿地、沼に自生しています。湿原のような過湿地において森林を

形成する数少ない樹木でもあります。また、ハンノキからは良質な炭ができるので、炭を

生産していた時代には、盛んに栽培されていたと言います。 

お問い合せ先：建設課 都市計画管理係、電話番号：62‐9216 

「広報ふじみ」、町ホームページの「町民のページ」で有料広告を募集していま

す。 

詳しくは、 http://www.town.fujimi.lg.jp/index3.html の「新着情報の一覧を見る」をご覧

下さい。 

広告媒体：広報ふじみ 

・ 単位等：下 1 段（縦 50 ミリメートル、横 175 ミリメートル） 

・ 広告料：1 回 5,000 円 

広告媒体：町のホームページ（町民のページ） 

・ 単位等：トップページ（縦 60 ピクセル、横 150 ピクセル） 

・ 広告料：月額 5,000 円 

富士見町民憲章 

 わたくしたちは、秀麗富士を望み、雄大な八ヶ岳と眺望豊かな入笠山にいだかれた高原

http://www.town.fujimi.lg.jp/index3.html


の町、富士見町民です。この限りなく美しく、厳しい自然の中に住むわたくしたちは先人

の心を受けつぎ、自然を愛し、豊かな調和のとれた田園の町の発展をめざして、この町民

憲章をかかげます。 

・ 一 かけがえのない自然を守り、育てていく町民となろう。 

・ 一 心身を鍛え、明るく健康な町民となろう。 

・ 一 教養を高め、香り高い文化を創造する町民となろう。 

・ 一 仕事に誇りを持ち、産業の発展につくす町民となろう。 

・ 一 思いやりの輪をひろげ、住みよい郷土をつくる町民となろう。 

町の人口と世帯数 

平成 25 年 4 月 1 日現在（前月比） 

住民基本台帳人口 

男性：7,463 人（－18） 

女性：7,792 人（－2） 

合計：15,255 人（－20） 

世帯：5,783 世帯（＋16） 

発行日 

平成 25 年 5 月 1 日 
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富士見町役場 総務課 
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